
市民意見公募手続の実施結果
事案番号

所管課名

実施事案名 意見提出期間 ～ 日間

　●意見の提出の有無 ■ 有 □ 無

　●意見の提出件数 個人： 件 人

団体： 件 人

合計： 件 人

　●意見の反映件数 件 ／ 件

　★提出のあった意見の概要及びそれに対する市の考え方等

意見の概要 意見に対する市の考え方 政策等の案の修正内容

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 ■ 反映　□反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 ■ 反映　□反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 ■ 反映　□反映なし

4

松山市犯罪被害者等支援条例（案）

7

30

電子メール： その他：

その他：

郵送：

　ご意見を踏まえ、「回復及び軽減に向けた早期の取組」という表現に修正します。

◆政策等の案への反映結果（ 0 ） 件◆類似意見の集約

「２．条例の目的」
「早期回復及び軽減に向けた取組」を「回復及び軽減に向けた早期取組」との表現
にしていただきたい。
【理由】
被害者等に早期回復はありえない（遺族の言葉）。

（1） 【件数内訳】 持参：

郵送：【件数内訳】 Ｆａｘ：

議事調査課

R6.12.18 R7.1.23

0

Ｆａｘ：

7 （1） 【件数内訳】

7

（目的）
「早期回復及び軽減に向けた取組」を「回復及び軽減
に向けた早期の取組」に修正する。

0Ｆａｘ： 0 電子メール： 7

電子メール：

その他：

7

持参： 0 郵送：

持参：

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

「３．用語の定義」
（２）、（３）は重複表現となっており、（２）「犯罪被害者等」は、犯罪により・・・家族
又は遺族をいいます。とする。
（３）市民の定義の中に、（４）の「市民活動を行う者」を追加する。

　（２）犯罪被害者等と（３）市民をそれぞれ分けて定義することとしたいと考えてい
ます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果 （定義）
二次被害
「周囲の偏見や心無い言動、プライバシーの侵害、イン
ターネットを通じて行われる誹謗中傷又は報道機関等
による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精
神的な苦痛」を「周囲の偏見若しくは心無い言動、イン
ターネットを通じて行われる誹謗中傷又は報道機関等
による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受けるプ
ライバシーの侵害、名誉の毀損、精神的な苦痛」に修
正する。

「二次被害」の定義
被害者等の人権を守るために、あえて「名誉き損」を「精神的な苦痛」の後に追加す
る。

　ご意見を踏まえ、「名誉の毀損」を追加します。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果 （基本理念）
「犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう」を
「犯罪被害者等が安心して暮らすことができるようにな
るために」に修正する。

「４．基本理念」
（４）２行目「・・・できるようになった後」との表現ならば１行目の「できるよう」は「で
きるようになるために」が適切ではないでしょうか。

　ご意見を踏まえ、「犯罪被害者等が安心して暮らすことができるようになるため
に」という表現に修正します。



□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 ■ 反映　□反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

　★政策等の案の公表後、実施機関が自らの判断で修正した内容

修正内容

修正前 修正後

　パブリックコメント概要資料の構成上のご意見であるため、参考意見とさせていた
だきます。

⇒

修正理由

（ 0 ） 件◆類似意見の集約 ◆政策等の案への反映結果

「その他の取組」
（６）支援を行わないことができる場合
この項目は、取組ではないと思いますので、下部規定や指針・行動計画等で表現さ
れたらいいと思います。
（１０）（１１）は、別項目にされたらいいと思います。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

「６．基本的な支援」
全体的に、施策の具体性に乏しい感じがします。
例えば、（３）居住の安定では「市営住宅等への入居における特別の配慮」と表現
し、（６）雇用の安定では「犯罪被害者等の事情に配慮した職場環境の整備等が促
進」と例示的な具体策が表現されています。この部分が犯罪被害者等にとっては、
一番欲しいところと思いますので、よろしくお願いします。

　支援の具体策については、規則等で対応する方針です。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果 （市民の責務）
「市民は」の次に「基本理念にのっとり」を加え、「二次
被害を生じさせないよう」を「二次被害を生じさせること
のないよう」に修正する。

「５．責務及び体制」
（２）市民の責務
前後の文書の流れから「基本理念にのっとり」があったほうがいいと思います。ま
た、「二次被害を生じさせないよう」は「二次被害を生じさせることのないよう」では
いかかでしょうか。

　ご意見を踏まえ、「基本理念にのっとり」を加え、「二次被害を生じさせることのな
いよう」という表現に修正します。

★意見等を反映させる場合


